
号

外

二�
令

和

七

年
十
二
月
二
十
三
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

二
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

市

町

村

課)

二

○
岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

建
築
指
導
課)

三

○
岐
阜
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
同

)

三
四

○
岐
阜
県
優
良
宅
地
認
定
事
務
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
同

)

四
三

○
岐
阜
県
優
良
住
宅
認
定
事
務
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

四
四

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
政
党
助
成
法
に
基
づ
く
支
部
報
告
書
等
の
閲
覧
に
関
す
る
規
程
の
一

部
改
正

(

選
挙
管
理
委
員
会)
四
四

○
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
報
告
書
等
の
閲
覧
等
に
関
す
る
規
程
の

一
部
改
正

(

同

)

四
六

○
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
少
額

領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正

(

同

)

四
六

訓

令

甲

○
岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

四
八

○
岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

四
八

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
訓
令

○
岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
等
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令

(

選
挙
管
理
委
員
会)

四
八

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日



岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
百
三
号

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
事
務
委
任
規
則(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
三
建
築
事
務
所
長
の
部
二
の
項
第
八
十
号
中｢

第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
六
項｣

を｢

第
百

三
十
七
条
の
十
二
第
十
一
項｣

に
改
め
、
同
項
第
八
十
一
号
中｢

第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
七
項｣

を

｢

第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
十
二
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
百
四
号

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
四
条
第
四
項
の
表
出
納
管
理
課
の
項
第
十
九
号
中｢

売
り
さ
ば
き｣

を｢

返
還
に
伴
う
現
金
還

付｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
百
五
号

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則

第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
八
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
十
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
二
十
三
の
項
か
ら
二
十
九
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )２

規

則

二
十
三
か
ら
二
十
九
ま
で

削
除

十
五

削
除

八

削
除

六

削
除



岐
阜
県
規
則
第
百
六
号

岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
施
行
規
則(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

条
例
別
表
第
一
十
の
二
の
表
に
規
定
す
る
手
数
料

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
百
七
号

岐
阜
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則(

昭
和
二
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
の
二
及
び
第
一
条
の
三
を
削
る
。

第
二
条
中｢

建
築
主
事
等｣

を｢

建
築
主
事
又
は
建
築
副
主
事(

以
下｢

建
築
主
事
等｣
と
い
う
。)｣

に
改
め
る
。

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

知
事
は
、
第
一
項
の
許
可
を
し
た
と
き
は
、
別
記
第
二
号
様
式
の
二
の
通
知
書
に
、
同
項
の
申
請

書
の
副
本
及
び
そ
の
添
付
図
書
を
添
え
て
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中｢

次
項｣

を｢

第
三
項｣

に
改
め
、｢

正
副
二
通｣

を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同

条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中｢

前
項｣

を｢

第
一
項｣

に
改
め
、｢

正
副
二
通｣

を
削
り
、
同
項

を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

建
築
主
事
等
は
、
前
項
の
届
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
別
記
第
四
号
様
式
の
二
に
よ
り
届
出
者
に

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

建
築
主
事
等
は
、
第
三
項
の
届
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
別
記
第
五
号
様
式
の
二
に
よ
り
届
出
者

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中｢

三
通｣

を｢

二
通｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

場
合
は
、｣

を｢

と
き
は
、

別
記
第
八
号
様
式
の
二
の
通
知
書
に
、
同
項
の
申
請
書
の
副
本
及
び
そ
の
添
付
図
書
を
添
え
て｣

に
改

め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

知
事
は
、
前
項
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
別
記
第
九
号
様
式
の
二
の
通
知
書
に
、
同
項
の
申
請
書

の
副
本
及
び
そ
の
添
付
図
書
を
添
え
て
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中｢

場
合
に
お
い
て｣

を｢

と
き｣

に
改
め
、｢

か
つ
、｣

の
下
に｢

別
記
第
十
号

様
式
の
二
の
通
知
書
に
、
同
項
の
申
請
書
の
副
本
及
び
そ
の
添
付
図
書
を
添
え
て｣

を
加
え
る
。

第
十
七
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
認
可
を
し
た
と
き
は
、
別
記
第
十
一
号
様
式
の
二
の
認
可
書
に
、
同
項
の
申
請

書
の
副
本
及
び
そ
の
添
付
図
書
を
添
え
て
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

知
事
は
、
前
二
項
の
認
可
を
し
た
と
き
は
、
別
記
第
十
二
号
様
式
の
二
の
認
可
書
に
、
前
二
項
の

申
請
書
の
副
本
及
び
そ
の
添
付
図
書
を
添
え
て
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中｢

二
通｣

を｢

三
通｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

知
事
は
、
第
一
項
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
別
記
第
十
三
号
様
式
の
二
の
通
知
書
に
、
同
項
の
申

請
書
の
副
本
及
び
そ
の
添
付
図
書
を
添
え
て
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
条
の
二
第
一
項
中｢

二
通｣

を｢

三
通｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

知
事
は
、
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
別
記
第
十
四
号
様
式
の
二
の
通
知
書
に
、
同
項
の
申

請
書
の
副
本
及
び
そ
の
添
付
図
書
を
添
え
て
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
中｢

別
記
第
十
五
号
様
式
の｣

の
下
に｢

申
請
書｣

を
、｢

二
通
に｣

の
下
に｢

、｣

を

加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
別
記
第
十
五
号
様
式
の
二
の
通
知
書
に
、
同
項
の
申
請

書
の
副
本
及
び
そ
の
添
付
図
書
を
添
え
て
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

知
事
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
の
通
知
書
に
、

第
一
項
の
申
請
書
の
副
本
及
び
そ
の
添
付
図
書
を
添
え
て
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
一
項
第
一
号
の
認
定

別
記
第
十
六
号
様
式
の
二

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



二

第
一
項
第
二
号
の
認
定

別
記
第
十
七
号
様
式
の
二

三

第
一
項
第
三
号
の
認
定

別
記
第
十
八
号
様
式
の
二

別
記
第
一
号
様
式
中

｢

｣

を

｢

｣

に

改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )４

※
受
付
年
月
日
・

番
号

※
減
額
(免
除
)

決
定
額

７
減
額
(免
除
)

の
事
由

※
市
町
村
受
付

７
減
額
(免
除
)

の
事
由

年
月

日
第

号

円

※
県

受
付

円

※
減
額
(
免
除
)
決
定
額

※
決

裁
欄



( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



別
記
第
二
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )６



別
記
第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７



別
記
第
四
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )８



別
記
第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �９



別
記
第
五
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )10



別
記
第
六
号
様
式
中

｢

｣

を

｢

｣

に

改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �11

※
受
付
年
月
日
・

番
号

４
工
事
取
止
の

理
由

※
県

受
付

４
工
事
取
止
の

理
由

年
月

日
第

号

※
決
裁
欄

※
原
本
照
合



11

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )12



11
別
記
第
八
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �13



11
別
記
第
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )14



11
別
記
第
九
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �15



 

 10 12  
別
記
第
十
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )16



 

 10 12  
別
記
第
十
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �17



 

 11 17  
別
記
第
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )18



 

 11 17  
別
記
第
十
一
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �19



 

 12 17  
別
記
第
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )20



 

 12 17  
別
記
第
十
二
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �21



 

 13 20  
別
記
第
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )22



 

 13 20  
別
記
第
十
三
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �23



 

 14 20  
別
記
第
十
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )24



 

 14 20  

 

別
記
第
十
四
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �25



 

 15 22  
別
記
第
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )26



 

 15 22  
別
記
第
十
五
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �27



 

 16 24  
別
記
第
十
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )28



 

 16 24  
別
記
第
十
六
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �29



 

 17 24  
別
記
第
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )30



 

 17 24  
別
記
第
十
七
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �31



 

 18 24  
別
記
第
十
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )32



 

 18 24  
別
記
第
十
八
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �33



附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
百
八
号

岐
阜
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
五
条
中｢

岐
阜
県
公
報
へ
の
掲
載
又
は
掲
示
場
等
へ
の
掲
示｣

を｢

県
が
開
設
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
行
う
も
の｣

に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
見
出
し
中｢

及
び
経
由｣

を
削
り
、
同
条
第
一
項
中｢
又
は
前
条｣

を
削
り
、｢

二
部｣

を｢

一
部｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢

(電
話

)
｣

を
削
り
、

｢

｣
を

｢

｣

に

改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中

｢

｣

を

｢

に

｣

改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )34

法
人
税
又
は
所
得
税

の
納
税
額

主
た
る
取
引
銀
行

前
年
度

納
税
額

主
た
る
取
引
銀
行

法
人
税
又
は
所
得
税

年
度

事
業

税

年
度 固
定
資
産
税年
度

従
業

員
数

建
設
業
法
第
26条

に
よ
る
主

任
技
術
者

る よ に 令 法

録 登

工
事
施
行
者
の
能
力
に
関
す
る
申
告
書

建
築
事
務
所
長
様

都
市
計
画
法
第
33条

第
１
項
第
13号

に
規
定
す
る
工
事
施
行
者
の
工
事
施
行
能
力
に
つ
い
て
､

次
の
と
お
り
調
査
書
を
提
出
し
ま
す
｡

年
月

日
申
請
者
住
所
氏
名

(名
称
及
び
代
表
者
名
)

従
業
員
数

建
設
業
法
第
26条

に
よ
る
主

任
技
術
者

る よ に 令 法

録 登

工
事
施
行
者
の
能
力
に
関
す
る
申
告
書

建
築
事
務
所
長
様

都
市
計
画
法
第
33条
第
１
項
第
13号
に
規
定
す
る
工
事
施
行
者
の
工
事
施
行
能
力
に
つ
い
て
､

次
の
と
お
り
調
査
書
を
提
出
し
ま
す
｡

年
月

日
申
請
者
住
所
氏
名

(名
称
及
び
代
表
者
名
)

(電
話

)

事
務

技
術

事
務
職

人

氏
名

労
務

住
所
氏
名

(電
話

)

主
た
る
取
引
銀
行

資
本

金

設
立

年
月

日

主
た
る
取
引
銀
行

資
本

金

設
立

年
月

日

前
年
度

納
税
額

技
術
職

人

法
人
税
又

は
所
得
税

事
業
税

労
務
職

人

固
定
資
産
税



｢
｢

別
記
第
三
号
様
式
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

別
記
第
四
号
様
式
及
び
別
記
第
五
号
様
式
中｢

(電
話

)
｣

を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に

注
※
印
欄
は
､
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
｡

｣

改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
及
び
別
記
第
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �35

※ ※ ※

連
絡
先

(電
話

)

※受付

協
議
成
立
番
号

協
議
成
立
に
付
し
た
条
件

受
付

番
号

10そ
の
他
必
要
な
事
項

市
町

村

10そ
の
他
必
要
な
事
項

公共施設の整理計画

年
月

日
第

号

年
月

日
第

号

公共施設の整備計画

県
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( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �37



別
記
第
九
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に

注
※
印
欄
は
､
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
｡

｣

改
め
る
。

別
記
第
十
号
様
式
表
面
中

｢

を

｣

｢

注
※
印
欄
は
､
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
｡

｣

に

改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に

注
※
印
欄
は
､
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
｡

｣
改
め
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中

｢

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )38

備
考

注
※
印
欄
は
､
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
｡

連
絡
先

電
話
(

)

※受付 備
考

※
受

付
番

号

開
発

許
可

の
年
月
日
及
び
番
号

(
変

更
)

連
絡
先

(電
話

)

※受付 開
発

許
可

の
年
月
日
及
び
番
号

(
変

更
)

市
町

村

市
町

村

年
月

日
第

号

年
月

日
第

号
(

)

年
月

日
岐
阜
県
指
令

第
号

(
)

県 県

※ 開
発
許
可
番
号
年
月
日

※ ※ ※

上
記
建
築
物
又
は
工
作
物
は
､
開
発
工
事
施
行
上
支
障
あ
り
ま
せ
ん
｡

年
月

日
被
開
発
許
可
(協
議
)
者
住
所
氏
名

(名
称
及
び
代
表
者
名
)

上
記
建
築
物
又
は
工
作
物
は
､
開
発
工
事
施
行
上
支
障
あ
り
ま
せ
ん
｡

年
月

日
被
開
発
許
可
(協
議
)
者
住
所
氏
名

(名
称
及
び
代
表
者
名
)

開
発
許
可
番
号
及
び

許
可

年
月

日

開
発
許
可
番
号
及
び

許
可

年
月

日

※
受

付
番

号

承
認

番
号

承
認
に
付
し
た
条
件

受
付

番
号

市
町

村 岐
阜
県
指
令

第
号

年
月

日

年
月

日
第

号

年
月

日
第

号

年
月

日
第

号

岐
阜
県
指
令

第
号

年
月

日

年
月

日
第

号

県



を

｣

｢

に

注
※
印
欄
は
､
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
｡

｣

改
め
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に

注
※
印
欄
は
､
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
｡

｣

改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に

注
※
印
欄
は
､
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
｡

｣

改
め
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
中

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �39

６
他
の
法
令
の
許
認
可
そ
の
他
必
要
な
事

項

５
開
発
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

(変
更
)

注
※
印
欄
は
､
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
｡

連
絡
先

電
話
(

)

※受付 ６
他
の
法
令
の
許
認
可
そ
の
他
必
要
な
事

項

５
開
発
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

(変
更
)

※ ※ ※ 開
発
許
可
番
号
年
月
日

注
※
印
欄
は
､
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
｡

連
絡
先

電
話
(

)

受付

許
可

番
号

許
可
に
付
し
た
条
件

受
付

番
号

市
町

村

年
月

日
第

号
(

)

県

年
月

日
岐
阜
県
指
令

第
号

(
)

年
月

日
第

号

年
月

日
第

号

年
月

日
第

号

許
可
番
号
・
年
月
日

※ ※ ※ ６
他
の
法
令
の
許
認
可
そ
の
他
必
要
な
事

項

５
開
発
協
議
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

(変
更
)

注
※
印
欄
は
､
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
｡

連
絡
先

電
話
(

)

※受付 ６
他
の
法
令
の
許
認
可
そ
の
他
必
要
な
事

項

５
開
発
協
議
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

(変
更
)

※ ※ ※

協
議

成
立

番
号

協
議
成
立
に
付
し
た
条
件

受
付

番
号

許
可

番
号

許
可
に
付
し
た
条
件

受
付

番
号

市
町

村

年
月

日
第

号

年
月

日
第

号

年
月

日
第

号
(

)

県

年
月

日
岐
阜
県
指
令

第
号

(
)

年
月

日
第

号

年
月

日
第

号

許
可
番
号
・
年
月
日



 

 

 

              

 

 

 

 

 
｢

を

｣

｢

に

注
※
印
欄
は
､
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
｡

｣

改
め
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣
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※ ※ ※ ５
そ
の
他
必
要
な
事
項

注
※
印
欄
は
､
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
｡

連
絡
先

電
話
(

)

※受付 ５
そ
の
他
必
要
な
事
項

協
議

成
立

番
号

協
議
成
立
に
付
し
た
条
件

受
付

番
号

市
町

村

年
月

日
第

号

年
月

日
第

号

県
許
可
番
号
・
年
月
日

許
可
番
号
年
月
日

許
可
番
号
年
月
日

年
月

日
第

号

岐
阜
県
指
令

第
号

年
月

日



｢

を

｣

｢

に

注
※
印
欄
は
､
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
｡

｣

改
め
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に

注
※
印
欄
は
､
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
｡

｣

改
め
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �41

そ
の
他
参
考
事
項

許
可
番
号
年
月
日

許
可
番
号
及
び
年
月
日

※ ※ 承
継

の
理

由

注
※
印
欄
は
､
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
｡

連
絡
先

電
話
(

)

※受付 承
継

の
理

由

開
発
登
録
簿
登
載

受
付

番
号

市
町

村

年
月

日
第

号

岐
阜
県
指
令

第
号

年
月

日

年
月

日
登
載

年
月

日
第

号

県

年
月

日

登
載

開
発
登
録
簿
登
載

※ ※ ※ ※ そ
の
他
参
考
事
項

注
※
印
欄
は
､
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
｡

連
絡
先

電
話
(

)

※受付

開
発
登
録
簿
登
載

承
認

番
号

承
認
に
付
し
た
条
件

受
付

番
号

市
町

村

年
月

日
登
載

年
月

日
第

号

年
月

日
第

号

県

年
月

日

登
載

開
発
登
録
簿
登
載



 

  

19 13  
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別
記
第
二
十
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に
注
※
印
欄
は
､
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
｡

｣

改
め
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
表
面
中｢年

月
日
生
｣

を
削
り
、｢行

な
う
｣

を｢行
う
｣

に
改

め
、
同
様
式
裏
面
中｢抜
す
い
｣

を｢抜
粋
｣

に
、｢指

定
都
市
等
の
長
｣

を｢市
町
村
長
｣

に
、｢行

な
う
｣

を｢行
う
｣

に
、｢行

な
わ
れ
て
｣

を｢行
わ
れ
て
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
中｢

法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の

名
称
及
び
代
表
者
名

｣

を｢
(名
称
及
び
代
表
者
名
)
｣

に
、

｢
｢

を

に
、

｣
｣

｢

を

｣

｢

に

注
※
印
欄
は
､
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
｡

｣
改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
優
良
宅
地
認
定
事
務
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �43

※ ※ 許
可

番
号

許
可

年
月

日

開
発
登
録
簿
の
写
し
を
交
付
し
て
よ
ろ
し
い
か
｡

年

月
日

工
事
完
了
年
月
日

許
可

番
号

許
可

年
月

日

□
市
街
化
区
域

□
市
街
化
調
整
区
域

交
付

番
号

受
付

番
号 決裁欄

年
月

日
第

号

年
月

日
第

号

年
月

日
第

号

年
月

日

岐
阜
県
指
令

第
号

年
月

日

□
市
街
化
区
域

□
市
街
化
調
整
区
域

受
付

※ ※ そ
の
他
参
考
事
項

当
該
許
可
等
の

番
号
及
び
年
月
日

注
※
印
欄
は
､
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
｡

連
絡
先

電
話
(

)

※
受

付
印

そ
の
他
参
考
事
項

当
該
許
可
等
の

番
号
及
び
年
月
日

□
区
域
区
分
の
定
め
の
な

い
都
市
計
画
区
域

□
都
市
計
画
区
域
及
び
準

都
市
計
画
区
域
外

交
付

番
号

受
付

番
号

年
月

日
第

号

年
月

日
第

号

年
月

日
第

号

第
号

年
月

日

□
区
域
区
分
の
定
め
の

な
い
都
市
計
画
区
域

□
準
都
市
計
画
区
域

□
都
市
計
画
区
域
及
び

準
都
市
計
画
区
域
外

※
備

考

(
)



令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
百
九
号

岐
阜
県
優
良
宅
地
認
定
事
務
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
優
良
宅
地
認
定
事
務
施
行
規
則(

昭
和
四
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
一
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
を
削
り
、
第
十
三
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
優
良
住
宅
認
定
事
務
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
百
十
号

岐
阜
県
優
良
住
宅
認
定
事
務
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
優
良
住
宅
認
定
事
務
施
行
規
則(

昭
和
四
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
二
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
を
削
り
、
第
七
条
を
第
六
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
一
号

政
党
助
成
法
に
基
づ
く
支
部
報
告
書
等
の
閲
覧
に
関
す
る
規
程(

平
成
六
年
岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員

会
告
示
第
七
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

竹

内

治

彦

題
名
中｢

閲
覧｣
を｢

閲
覧
等｣

に
改
め
る
。

第
一
条
中｢

閲
覧｣
の
下
に｢

及
び
写
し
の
交
付｣

を
加
え
る
。
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※
認

定
欄

※
受
付
年
月
日
・
番
号

※
認

定
欄

※受付 ※
認

定
欄

※
受
付
年
月
日
・
番
号

※
確

認
欄

※受付

市
町

村

市
町

村

年
月

日
第

号

年
月

日
第

号

年
月

日
第

号

年
月

日
第

号

年
月

日
第

号

年
月

日
第

号

建
築
事
務
所

県

県



第
二
条
第
二
項
中｢

を
閲
覧
し
よ
う
と
す
る｣

を｢

の
閲
覧
を
請
求
す
る｣

に
改
め
る
。

第
五
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

(

写
し
の
交
付
の
請
求
等)

第
六
条

支
部
報
告
書
等
の
写
し
の
交
付
を
請
求
す
る
者(

以
下｢

交
付
請
求
者｣

と
い
う
。)

は
、

県
委
員
会
が
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書(

別
記
様
式)

を
県
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

県
委
員
会
は
、
前
項
の
請
求
書
に
形
式
上
の
不
備
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
交
付
請
求
者
に
対

し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
補
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県
委

員
会
は
、
交
付
請
求
者
に
対
し
、
補
正
の
参
考
と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

(

写
し
の
交
付
等)

第
七
条

県
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
請
求
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
請
求
書
の
提
出
が

あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
、
当
該
請
求
に
係
る
支
部
報
告
書
等
の
写
し
を
交
付
す
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
求
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
補

正
に
要
し
た
日
数
は
、
当
該
期
間
に
算
入
し
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
委
員
会
は
、
事
務
処
理
上
の
困
難
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る

と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
を
三
十
日
以
内
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
県
委
員
会
は
、
速
や
か
に
、
書
面
に
よ
り
延
長
後
の
期
間
及
び
延
長
の
理
由
を
交
付
請
求

者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

県
委
員
会
は
、
写
し
の
交
付
の
請
求
に
係
る
支
部
報
告
書
等
が
著
し
く
大
量
で
あ
る
た
め
、
当
該

請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
四
十
五
日
以
内
に
そ
の
全
て
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
す
る

こ
と
に
よ
り
事
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
前
二
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
請
求
に
係
る
支
部
報
告
書
等
の
う
ち
の
相
当
の
部
分
に
つ
き
当
該
期
間
内
に
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
し
、
残
り
の
支
部
報
告
書
等
に
つ
い
て
は
相
当
の
期
間
内
に
同
項
の
規

定
に
よ
る
交
付
を
す
れ
ば
足
り
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県
委
員
会
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間

内
に
、
書
面
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
事
項
を
交
付
請
求
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

本
項
を
適
用
す
る
旨
及
び
そ
の
理
由

二

残
り
の
支
部
報
告
書
等
に
つ
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
を
す
る
期
限

(

写
し
の
交
付
の
方
法)

第
八
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
の
方
法
は
、
政
党
助
成
法
施
行
令(

平
成
六
年
政
令
第
三

百
七
十
一
号)

第
七
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
と
し
、
県
委
員
会
が
指
定
す
る
日

時
に
行
う
。

(

委
任)

第
九
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
支
部
報
告
書
等
の
閲
覧
及
び
写
し
の
交
付
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

別
記
様
式
中｢第

２
条
｣

を｢第
２
条
､
第
６
条
｣

に
、｢支

部
報
告
書
等
閲
覧
請
求
書
｣

を｢支

部
報
告
書
等
閲

覧

写
し
の
交
付
請
求
書
｣

に
、｢

(申
請
者
)
｣

を｢
(請
求
者
)
｣

に
、｢閲

覧
し
た

い
の
で
｣

を｢支
部
報
告
書
等
の
閲
覧
又
は
写
し
の
交
付
を
｣

に
、

｢

を

｣

｢

に
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写
し
の

交
付
の

方
法

閲覧書類

閲
覧

年
月
日

請
求

内
容

閲覧書類

閲
覧

年
月
日

１
用
紙
(白
黒
複
写
)
２
光
デ
ィ
ス
ク
(C
D
―
R)

３
光
デ
ィ
ス
ク
(D
VD
―
R)

政
党
支
部
名

年
月
日

１
閲
覧

２
写
し
の
交
付

３
郵
送
に
よ
る
写
し
の
交
付

政
党
支
部
名

年
月
日

閲
覧

時
間

閲
覧

時
間

午
前

午
後

時
分
～
午
前

午
後

時
分

午
前

午
後

時
分
～
午
前

午
後

時
分

年
区
分

年
区
分



｣

改
め
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
報
告
書
等
の
閲
覧
等
に
関
す
る
規
程(

平
成
二
十
年
岐
阜
県
選
挙
管
理

委
員
会
告
示
第
百
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

竹

内

治

彦

第
一
条
中｢

及
び
政
治
資
金
監
査
報
告
書｣

を｢

、
政
治
資
金
監
査
報
告
書
及
び
確
認
書｣

に
改
め

る
。第

八
条
中｢

報
告
書
等
を
複
写
機
に
よ
り
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
四
番
の
大
き
さ
の
用
紙
に
複
写
し
た

も
の(

白
黒
で
複
写
し
た
も
の
に
限
る
。)

の
交
付｣

を｢

政
治
資
金
規
正
法
施
行
令(
昭
和
五
十
年

政
令
第
二
百
七
十
七
号)

第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に

掲
げ
る
方
法｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
中

｢

を

｢

に

｣

改
め
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
に
関

す
る
規
程(

平
成
二
十
二
年
岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

竹

内

治

彦

第
十
八
条
中｢

は
、
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
複
写
機
に
よ
り
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
四
番
の
大
き
さ

の
用
紙
に
複
写
し
た
も
の(

白
黒
で
複
写
し
た
も
の
に
限
る
。)

を｣

を｢

の
方
法
は
、
令
第
十
二
条

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
と
し｣

に
改
め
、｢

交
付
す
る
こ
と
に
よ
り｣

を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中

｢

を

｣
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写しの交付書類

写しの交付書類

政
治
団
体
名

政
党
支
部
名

年
区
分

年
区
分

供
与
希
望
頁
等

供
与
希
望
頁
等

開
示
の
実
施
の

方
法

写しの交付書類

写
し
の

交
付
の

方
法

政
治
団
体
名

１
用
紙
(白
黒
複
写
)
２
光
デ
ィ
ス
ク
(C
D
―
R)

３
光
デ
ィ
ス
ク
(D
VD
―
R)

１
閲
覧

２
写
し
の
交
付

３
郵
送
に
よ
る
写
し
の
交
付

年
区
分

供
与
希
望
頁
等

｣



｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
備
考
第
三
号
中｢方

法
｣

を｢方
法
｣
及
び
｢写
し
の
交
付
の
方
法
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に
｣

改
め
、
同
様
式
注
第
二
号
中｢の
方
法
｣

を｢の
方
法
及
び
写
し
の
交
付
の
方
法
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
注
第
二
号
中｢の

方
法
｣

を｢の
方
法
及
び
写
し
の
交
付
の
方
法
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
備
考
中｢方

法
｣

を｢方
法
｣
及
び
｢写
し
の
交
付
の
方
法
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
備
考
第
三
号
中｢欄

に
は
､
岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
室
に
お
け
る
開
示
の
実
施

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �47

少
額
領
収
書
等
写
し

交
付
手
数
料
の
額

開
示
の
実
施
の
方
法

少
額
領
収
書
等
写
し

交
付
手
数
料
の
額

写
し
の
交
付
の
方
法

開
示
の
実
施
の
方
法

少
額
領
収
書
等
写
し

交
付
手
数
料
の
額

開
示
の
実
施
の
方
法

写
し
の
交
付
の

方
法

開
示
の
実
施
の

方
法

１
用
紙
(白
黒
複
写
)
２
光
デ
ィ
ス
ク
(CD
―
R)

３
光
デ
ィ
ス
ク
(D
VD
―
R)

１
閲
覧

２
写
し
の
交
付

３
郵
送
に
よ
る
写
し
の
交
付

円

開
示
請
求
書
で
希
望
し
た
方
法
に
よ
る
ほ
か
､
以
下
の
方
法
に
よ
る
こ
と
も
可
能

で
す
｡
１
閲
覧

２
写
し
の
交
付

３
郵
送
に
よ
る
写
し
の
交
付

円
た
だ
し
､
CD
―
Rに
よ
る
交
付
の
場
合
は
100円

を
､
D
VD
―
Rに
よ
る
交
付
の
場
合
は

120円
を
加
算
し
た
額
と
な
り
ま
す
｡

開
示
請
求
書
で
希
望
し
た
方
法
に
よ
る
ほ
か
､
以
下
の
方
法
に
よ
る
こ
と
も
可
能

で
す
｡

１
用
紙
(白
黒
複
写
)
２
光
デ
ィ
ス
ク
(CD
―
R)

３
光
デ
ィ
ス
ク
(D
VD
―
R)

開
示
請
求
書
で
希
望
し
た
方
法
に
よ
る
ほ
か
､
以
下
の
方
法
に
よ
る
こ
と
も
可
能

で
す
｡

１
閲
覧

２
写
し
の
交
付

３
郵
送
に
よ
る
写
し
の
交
付

円

開
示
請
求
書
で
希
望
し
た
方
法
に
よ
る
ほ
か
､
以
下
の
方
法
に
よ
る
こ
と
も
可
能

で
す
｡
１
閲
覧

２
写
し
の
交
付

３
郵
送
に
よ
る
写
し
の
交
付

写
し
の
交
付
の
方
法

更
な
る
開
示
の
実
施

の
方
法

更
な
る
開
示
の
実
施

の
方
法

写
し
の
交
付
の
方
法

開
示
の
実
施
の
方
法

開
示
の
実
施
の
方
法

少
額
領
収
書
等
写
し

交
付
手
数
料
の
額

写
し
の
交
付
の
方
法

開
示
の
実
施
の
方
法

１
用
紙
(白
黒
複
写
)
２
光
デ
ィ
ス
ク
(CD
―
R)

３
光
デ
ィ
ス
ク
(D
VD
―
R)

１
閲
覧

２
写
し
の
交
付

３
郵
送
に
よ
る
写
し
の
交
付

１
用
紙
(白
黒
複
写
)
２
光
デ
ィ
ス
ク
(CD
―
R)

３
光
デ
ィ
ス
ク
(D
VD
―
R)

１
閲
覧

２
写
し
の
交
付

３
郵
送
に
よ
る
写
し
の
交
付

１
閲
覧

２
写
し
の
交
付

３
郵
送
に
よ
る
写
し
の
交
付

円
た
だ
し
､
CD
―
Rに
よ
る
交
付
の
場
合
は
100円

を
､
D
VD
―
Rに
よ
る
交
付
の
場
合
は

120円
を
加
算
し
た
額
と
な
り
ま
す
｡

開
示
請
求
書
で
希
望
し
た
方
法
に
よ
る
ほ
か
､
以
下
の
方
法
に
よ
る
こ
と
も
可
能

で
す
｡

１
用
紙
(白
黒
複
写
)
２
光
デ
ィ
ス
ク
(CD
―
R)

３
光
デ
ィ
ス
ク
(D
VD
―
R)

開
示
請
求
書
で
希
望
し
た
方
法
に
よ
る
ほ
か
､
以
下
の
方
法
に
よ
る
こ
と
も
可
能

で
す
｡

１
閲
覧

２
写
し
の
交
付

３
郵
送
に
よ
る
写
し
の
交
付



を
希
望
す
る
場
合
は
そ
の
旨
を
､
郵
送
に
よ
る
写
し
の
送
付
を
希
望
す
る
場
合
も
そ
の
旨
を
記
入
し
て
｣

を｢及
び
｢写
し
の
交
付
の
方
法
｣
欄
に
は
､
該
当
す
る
番
号
を
○
で
囲
ん
で
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
三
広
報
課
の
表
一
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

４

Ｓ
Ｎ
Ｓ(

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス)

記
事
の
企
画
及
び
投
稿

別
表
第
三
出
納
管
理
課
の
表
三
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
十
三
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
十
九
の
項
を
削
り
、
二
十
の
項
を
十
九
の
項
と
す
る
。

別
表
第
二
建
築
事
務
所
の
表
二
の
項
所
長
決
裁
事
項
の
欄
第
三
号
中｢

第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
六

項｣

を｢

第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
十
一
項｣

に
改
め
、
同
欄
第
四
号
中｢

第
百
三
十
七
条
の
十
二
第

七
項｣

を｢

第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
十
二
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
建
築
事
務
所
の
表
二
の

項
の
改
正
規
定
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
訓
令

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
訓
令
第
一
号

事

務

局

各
地
方
事
務
局

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
等
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

竹

内

治

彦

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
等
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
等
処
務
規
程(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

訓
令
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
五
条
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

政
党
助
成
法(

平
成
六
年
法
律
第
五
号)

第
三
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
提
出
文

書
の
閲
覧
及
び
写
し
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 令和７年12月23日 岐 阜 県 公 報 号 外 �49



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( )50

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


